
宇陀市立こども園給食調理業務委託プロポーザル事務要領 

 
令和６年１０月７日 

 
１．趣旨 
  この要領は、複数の業者から最新の知識と技術、豊富な経験に基づく企画 
提案により契約の相手を選考する方法（以下「プロポーザル」という。）によ 
り随意契約を行う場合の事務取扱に関して必要な事項を定めるものとする。 

 
２．委託業務名 
  委託業務の名称は、宇陀市立こども園給食調理業務委託（以下「本業務」 
という。）とする。 

 
３．委託業務内容 
  プロポーザルの対象とする業務の内容は、本市が作成する「本業務委託仕 
様書」の定めるところによる。 

 
４．委託業務期間 
  契約締結日から令和１０年３月３１日まで 

 
５．参加資格要件 
  本業務プロポーザル実施要領「７．応募要件」を満たす者 

 
６．選考委員会 
 （１）プロポーザルによる委託候補者の選考を厳正かつ公平に行うため、本 

業務に係るプロポーザル選考委員会（以下「委員会」という。）を置く。 
 （２）委員会委員は、次のとおりとする。 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

副市長 

健康福祉部長 

教育委員会事務局長 

教育委員会事務局 学校給食センター所長 

こども未来課長 

保育所・こども園栄養士 

宇陀市立こども園 園長代表 



７．実施手続き等 
 （１）選考方式 
    公募によるプロポーザル方式 
 （２）スケジュール 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
（３）評価 
   評価は、本業務プロポーザル実施要領「１０．書類の審査及び提案の選

考」により委員会で行う。 
（４）優先交渉権の決定 
   候補業者は、委員会が前項による評価の結果により選考する。 
（５）結果報告 
   審査結果は、委員会終了後通知する。 
（６）その他 
   宇陀市情報公開条例に基づく開示請求があった際には、提案書類等の情

報を開示する場合がある。 

 
８．事務局 
  プロポーザル実施に関する事務局は、宇陀市健康福祉部こども未来課に置

く。 

 
附 則 
 この要領は、令和６年１０月７日から施行し、本業務の完了をもって効力を

失う。 

 
 

選考手順 選考日程等 

実施要領の公表 令和６年１０月７日 

実施要領等に関する質問の受付 令和６年１０月１６日まで 

実施要領等に関する質問の回答 令和６年１０月１８日公表 

参加意思表明書 令和６年１０月２５日まで 

提案書類等の受付 令和６年１０月２９日から 
１１月５日まで 

第１次審査 令和６年１１月１２日 

第１次審査結果通知及び 2次審査

通知 
令和６年１１月１９日発送予定 

第２次審査（プレゼンテーション

及びヒアリング） 
令和６年１１月２６日 

第２次審査に関する結果通知 令和６年１２月上旬 

優先交渉権者の決定 令和６年１２月中旬 

受託事業者の決定 令和６年１２月下旬 



 

宇陀市立こども園給食調理業務委託選考基準 

 

選考方法 

選考は、第１次審査及び第２次審査で行うものとします。 
第１次審査の結果により上位３事業者を選考し、その上位３事業者の第２次審

査によるプレゼンテーション及びヒアリングを行います。 
第１次審査・第２次審査の総合評価により優先交渉権者を決定します。その

後、優先交渉権者の優先順位に従い、宇陀市立こども園給食調理業務委託仕様

書及び提案書の内容について協議し、双方同意により当該業務の契約締結予定

者を決定する。 
（１）第１次審査 
   提出された提案書を、下記の評価基準に基づき選考委員会が評価・採点 

し、上位３事業者を選考します。 
 （２）第２次審査 
    第１次審査で選考された事業者を対象に選考委員会においてプレゼン 

テーション及びヒアリングを行い、評価基準の「⑤総合評価」として 
評価・採点し、第１次審査の採点結果に加算し、各々の合計点を２０ 
０点満点として採点することにより審査します。 

 （３）評価基準 
   第１次審査及び第２次審査における評価項目と配点は次のとおりです。    

区分 評価項目 配点 

①経営基盤等 
ア 事業者概要 

４０点 
イ 給食調理業務の受託実績 

②運営に関す

る考え方 

ア こども園給食に対する基本的な考え方 

３０点 イ 円滑な調理業務遂行能力 

ウ 配置計画について  

③運営体制 

ア 雇用計画、資格・経験 

３０点 イ 研修計画 

ウ 労働安全衛生管理体制 

④経費節減努

力 
ア 見積金額 

５０点 

⑤総合評価 ア プレゼンテーション及びヒアリング ５０点 

合           計 ２００点 

   ＊選考委員１名あたりの配点です。 
 （４）前２項により採点した選考委員の合計点の最高得点者を優先交渉権者 

と決定します。 

   


